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環 境 

 

１．公害の状況 

タオル、染色、鉄工所、製材工場等の工場騒音、工場振動、染色工場廃液等の水質汚濁及び、ボ

イラー設置事業所等の大気汚染などがある。近年では、工場等の事業所を発生源とする苦情よりも、

各地での工事現場騒音、家庭生活を発生源とする野外焼却行為による悪臭、空き地、空き家の樹木

や雑草の不適切管理等による苦情の割合が多い傾向にある。 

 

２．公害施策 

(1) 公害防止の指導、啓蒙 

(2) 公害の把握、監視、測定 

(3) 公害の苦情処理 

(4) 環境審議会 

(5) 法・条例による公害発生施設の届出受理と規制 

(6) 環境保全資金利子補給制度 

 

３．公害苦情処理状況                               (件) 

区   分 R3 年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

水 質 汚 濁 3 1  0 1 5 

大 気 汚 染 0 0  0 0 1 

騒 音 ・ 振 動 7 9  6 10 40 

悪 臭 19 19  11 7 34 

そ の 他 2 3  1 1 14 

合   計 26 31 32  18 94 

 

４．今治市環境保全資金利子補給制度 

(1) 発 足 昭和 47 年度 

(2) 対象となる金額 5,000 万円を限度 

(3) 補 給 額 利子額の 30％以内(元本が 2,000万円を超える場合は超える額に係る利

子額の 15％以内) 

(4) 補 給 期 間  5 年間 

(5) 補 給 状 況  (令和 7 年度分) 補給件数 0 件 補給金額 0 円 
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５．今治市住宅用新エネルギー等関連設備設置費補助金 

(1) 補助金交付対象 

・自ら居住する市内の住宅に燃料電池・蓄電池・ＨＥＭＳを設置した方、または、自ら居住

するために市内に設備付きの住宅を購入した方 

・自ら居住するため、市内にネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ＺＥＨ、県内に本店を置く

中小業者等により施工されたもの)を建築・購入した方 

・世帯全員が市税を滞納していない方 

(2) 補助金交付額 

 ・燃料電池・蓄電池の場合 設備費用の 10 分の 1 (上限 9 万円) 

 ・ＺＥＨの場合 1 件につき 30 万円(定額) 

 ・ＨＥＭＳの場合 設備費用の 10 分の 1 (上限 1.5万円) 

(3) 補助金交付状況 (令和 7 年度分) 

 

交付件数 

補助金交付額 

160 件 

20,670 千円 

 

 

 

６．今治市家庭向け EV購入費補助金 

(1) 補助金交付対象 

 ・新たに EV（電気自動車）を購入し、初年度登録をされた方 

 ・使用の本拠の位置が市内の方 

 ・世帯全員が市税を滞納していない方 

(2) 補助金交付額 

 ・購入費用の 10 分の 1（上限 20 万円） 

(3) 補助金交付状況 (令和 6 年度分) 

 

交付件数 

補助金交付額 

23 件 

4,306 千円 

 

 

 

７．環境審議会 

(1) 設置年月日 平成 17 年 1 月 16 日 

(2) 委 員 17 名(行政関係 1 名、公共的団体関係者 14 名、学職経験者 2 名) 

(3) 委員の任期 2 年 

 

８．環境パートナーシップ会議 

(1) 設置年月日 平成 22 年 4 月 1 日 

(2) 委 員 14 名(行政関係者 2 名、環境保全関連団体関係者 9 名、学職経験者 3 名) 

(3) 委員の任期 2 年 
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汚泥再生処理センター 

 

今治衛生センター 

(1) 工 期 着 工 

竣 工 

平成 23 年 9 月 27 日 

平成 27 年 3 月 25 日 

(2) 事 業 内 容  

 ・処理方式 

 

・処理能力 

水処理方式 

汚泥資源化方式 

80 ㎘／日 

浄化槽汚泥混入比率の高い脱窒素処理方式＋高度処理 

汚泥等の助燃剤化 

 ・放流水質 ＢＯＤ 

ＣＯＤ 

ＳＳ 

Ｔ－Ｎ 

Ｔ－Ｐ 

10 ㎎／ℓ以下 

10 ㎎／ℓ以下 

10 ㎎／ℓ以下 

10 ㎎／ℓ以下 

1 ㎎／ℓ以下 

 

 

(3) 処 理 実 績 (令和 7 年度) 

 区   分 搬入・処理量  

 し 尿 2,483t  

 浄 化 槽 汚 泥 18,449t  

 有 機 性 廃 棄 物 1,758t  

 計 22,690t  

     ※端数処理のため合計が一致しない場合がある。 
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汚泥肥料化施設 

 

クリーンシステム大三島 

(1) 工期 着 工 

竣 工 

平成 16 年 12 月 7 日 

平成 18 年 2 月 28 日 

(2) 事業内容  

 ・処理方式 乾燥処理方式 

 ・処理能力 汚泥等 3.39ｔ／日 

(3) 処理実績 (令和 7 年度) 

 区   分 搬入・処理量  

 農業集落排水汚泥 94t  

 公 共 下 水 道 汚 泥 125t  

 計 219t  
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火葬場・墓地 

 

１．今治市火葬場 

 (1)施設の概要 

【燧風苑】 

① 建設年月日 

② 敷 地 

③ 建 物 

 

④ 設 備 

 

 

⑤ 建 設 費 

 

平成 16 年 2 月 

16,933 ㎡ 

3,027.66 ㎡ 

鉄筋コンクリート(一部鉄骨造) 2 階建 

火葬炉 6 基、胞衣炉 1 基(使用燃料:都市ガス(天然ガス)) 

エントランスホール・告別室・炉前ホール・収骨室・炉室・待合ロ

ビー・待合室(和洋各 3 室)・管理事務室 

2,530,000 千円 

 

【ふじさき苑】 

① 建設年月日 

② 敷 地 

③ 建 物 

 

④ 設 備 

 

⑤ 建 設 費 

 

平成 6 年 3 月 

6,782.17 ㎡ 

392.76 ㎡ 

鉄筋コンクリート造 地上 1 階建 一部 2 階 

火葬炉 2 基(使用燃料:灯油) 

工ントランスホール・告別ホール・待合ロビー ・待合室(和室) 

379,109 千円 

 

【伯方斎場】 

① 建設年月日 

② 敷 地 

③ 建 物 

 

④ 設 備 

 

⑤ 建 設 費 

 

平成 7 年 10 月 

5,693.30 ㎡ 

404.83 ㎡   

鉄筋コンクリート造 地上 1 階建 一部 2 階 

火葬炉 2 基(使用燃料:灯油)  

告別ホール・待合ロビー・待合室(和室) 

582,050 千円 

 

【大翔苑】 

① 建設年月日 

② 敷 地 

③ 建 物 

 

④ 設 備 

 

⑤ 建 設 費 

 

平成 14 年 3 月 

8,665 ㎡ 

790.52 ㎡ 

鉄筋コンクリート造 地上 1 階建 一部 2 階 

火葬炉 2 基(使用燃料:灯油) 

告別式場・告別ホール・待合ロビー・待合室(和室) 

538,674 千円 

 

【岡村火葬場】 

① 建設年月日 

② 敷 地 

③ 建 物 

 

④ 設 備 

 

 

昭和 35 年 3 月(昭和 52 年改修) 

305.14 ㎡ 

39.16 ㎡   

鉄筋コンクリート造 1 階建 

火葬炉 1 基(使用燃料:灯油) 
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【小大下火葬場】 

① 建設年月日 

② 敷 地 

③ 建 物 

 

④ 設 備 

 

 

昭和 35 年 3 月(平成 2 年改修) 

87 ㎡ 

45 ㎡ 

コンクリートブロック造 1 階建 

火葬炉 1 基(使用燃料:灯油) 

【大下火葬場】 

① 建設年月日 

② 敷 地 

③ 建 物 

 

④ 設 備 

 

昭和 45 年 3 月 

58.5 ㎡ 

32.66 ㎡ 

コンクリートブロック造 1 階建 

火葬炉 1 基(使用燃料:灯油) 

 

 (2)使用状況(令和 7 年度) 

  燧風苑                                    (件) 

区  分 市  内 市  外 計 

1 2 歳 以 上 1,962 52 2,014 

1 2 歳 未 満 1 0 1 

死 産 児 17 0 17 

計 1,980 52 2,032 

 

  ふじさき苑                                  (件) 

区  分 市  内 市  外 計 

1 2 歳 以 上 94 0 94 

1 2 歳 未 満 0 0 0 

死 産 児 0 0 0 

計 94 0 94 

 

  伯方斎場                                   (件) 

区  分 市  内 市  外 計 

1 2 歳 以 上 96 2 98 

1 2 歳 未 満 0 0 0 

死 産 児 0 0 0 

計 96 2 98 

 

  大翔苑                                    (件) 

区  分 市  内 市  外 計 

1 2 歳 以 上 88 1 89 

1 2 歳 未 満 0 0 0 

死 産 児 0 0 0 

計 88 1 89 
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  関前火葬場                                  (件) 

区  分 市  内 市  外 計 

1 2 歳 以 上 0 0 0 

1 2 歳 未 満 0 0 0 

死 産 児 0 0 0 

計 0 0 0 

 

 (3)使用料                        (平成 21 年 4 月 1 日より施行) 

種別 区  分 単  位 市  内 市  外 

死 
 

 

体 

1 2 歳 以 上 の 死 体 1 体 10,000 円 40,000 円 

1 2 歳 未 満 の 死 体 1 体 7,000 円 28,000 円 

死 産 児 1 胎 4,000 円 16,000 円 

改 葬 遺 体 1 件 7,000 円 28,000 円 

物 

件 

産 汚 物 1 包又は 1 箱 1,000 円 4,000 円 

手 術 肢 体 等 1 包又は 1 箱 2,000 円 8,000 円 

待 

合 

個 

室 

通 夜 1 回 10,000 円 20,000 円 

通
夜
以
外 

火葬の待合のみ
で使用する場合 

1 室 無 料  10,000 円 

追 加 1 室 10,000 円 20,000 円 

火葬の待合以外の使
用がある場合 

1 回 10,000 円 30,000 円 

告 別 式 場 
(大翔苑に限る。) 

1 回 20,000 円 30,000 円 

通 夜 1 回 10,000 円 20,000 円 

霊 安 室 
(燧風苑に限る。) 

1 体 24 時間まで 10,000 円 40,000 円 

24時間を超える場合、12時間ま
でごとに 

8,000 円 32,000 円 

備考 
1 「市内」とは、死体(改葬遺体を除く。)については、死亡者本人(死産児の場合は、
その分べん者)が死亡時(死産児の場合は、分べん時)に、本市の住民である場合(本市
において処理する行旅死亡人等を含む。)をいい、改葬遺体又は物件については、許可
申請時に使用者本人が本市の住民である場合(物件について病院等が使用する場合は、
病院等が本市に設置されている場合を含む。)をいう。 

2 「市外」とは、前項以外の場合をいう。 
3 物件については、1 包又は 1 箱は 10 キログラムまでとする。 
4 大翔苑の告別式場使用料については、僧侶等控室の使用も含むものとする。 
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２．今治市墓地 

 (1)現況                           (令和 8 年 4 月 1 日現在) 

墓 地 名 総 面 積 (㎡) 使用者件数 (件) 使 用 面 積 (㎡) 

大 谷 墓 地 53,207.51 
一般 4,259 
軍人  387 

15,141.51 

新 堂 地 墓 地 3,159.04 423 2,156.62 

大谷墓園墓地 128,089.00 5,624 26,944.00 

岡 墓 地 5,563.00 303 1,856.01 

朝日ヶ丘墓地 872.00 27 94.80 

新 別 所 墓 地 2,362.00 173 861.00 

樋 口 墓 地 4,436.13 175 1,052.20 

紺 原 墓 地 2,683.00 304 1,568.21 

あばらこ墓地 5,324.00 268 1,608.00 

天 王 墓 地 2,801.00 153 740.40 

薬 師 墓 地 279.00 21 130.00 

計 208,775.68 12,117 52,152.75 
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 (2)使用料 

  １ 大谷墓園墓地 

墓 地 名 許 可 面 積 使 用 料 備  考 

大谷墓園墓地 
4 ㎡ 800,000 円 この表に定める許可面積以外の墓所使用料

は、市長が別に定める額とする。 6 ㎡ 1,300,000 円 

※大谷墓園墓地にあっては、市内に住所を有しない者の使用料は、当該許可面積に係る使用料

の 5 割以内の範囲において、市長が定める額を加算した額とする。 

 

  ２ 岡墓地(甲種)、朝日ヶ丘墓地(甲種) 

墓 地 名 区分 許可面積 番 号 使用料 備  考 

岡墓地(甲種) 

Ａ区 

6.8 ㎡ 1～7 170,000 円 この表に定める許可面積

以外の墓所使用料は、市

長が別に定める額とす

る。 

6 ㎡ 8～78 150,000 円 

5.4 ㎡ 79 135,000 円 

5 ㎡ 80～82 125,000 円 

4 ㎡ 83～93 100,000 円 

Ｂ区 

5.8 ㎡～ 

10.9 ㎡ 
1～104 

1 ㎡当たり 

33,334 円 

6 ㎡ 105～183 300,000 円 

Ｃ区 6 ㎡ 184～214 400,000 円 

朝日ヶ丘墓地(甲種) ― 3.6 ㎡ ― 200,000 円 

 

  ３ 新別所墓地 

墓 地 名 区分 許可面積 使用料 備  考 

新 別 所 墓 地 

Ａ区 5 ㎡ 220,000 円 この表に定める許可面積以外の墓所

使用料は、市長が別に定める額とす

る。 
Ｂ区 5 ㎡ 220,000 円 

Ｃ区 5 ㎡ 210,000 円 

Ｄ区 
4 ㎡ 220,000 円 

3 ㎡ 165,000 円 
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  ４ 樋口墓地 

墓 地 名 区分 使用料 備  考 

樋 口 墓 地 

１区 400,000 円  

２区 420,000 円 

ただし、31 号は 430,000 円、32 号及び 34 号は 470,000
円、33 号は 460,000 円、35 号は 480,000 円、36 号は
490,000 円、37 号は 500,000 円、38 号は 510,000 円、
39 号は 600,000 円とする。 

３区 410,000 円  

４区 400,000 円 ただし、20 号は 450,000 円、21 号は 420,000 円とする。 

５区 380,000 円 ただし、19 号は 410,000 円、20 号は 400,000 円とする。 

６区 330,000 円 ただし、18 号は 360,000 円、19 号は 350,000 円とする。 

７区 280,000 円 ただし、19 号は 310,000 円、20 号は 300,000 円とする。 

 

  ５ 紺原墓地 

墓 地 名 許可面積 使用料 備  考 

紺 原 墓 地 5 ㎡ 160,000 円 
この表に定める許可面積以外の墓所使用料は、
市長が別に定める額とする。 

 

  ６ あばらこ墓地 

墓 地 名 許可面積 使用料 備  考 

あ ば ら こ 墓 地 6 ㎡ 200,000 円 
この表に定める許可面積以外の墓所使用料は、
市長が別に定める額とする。 

 

  ７ 天王墓地、薬師墓地 

墓 地 名 単 位 使用料 

天 王 墓 地 1 ㎡当たり 51,000 円 

薬 師 墓 地 1 ㎡当たり 67,000 円 

 

 (3)管理料 

墓 地 名 単 位 管理料 

大 谷 墓 園 墓 地 1 ㎡当たり 38,000 円 

岡 墓 地 ( 甲 種 ) 1 区画当たり 30,000 円 

朝日ヶ丘墓地(甲種) 1 区画当たり 20,000 円 

天 王 墓 地 1 ㎡当たり 3,000 円 

薬 師 墓 地 1 ㎡当たり 3,000 円 
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ご み 

 

１．ごみ 

 (1)収集地域                         (令和 8 年 3 月 31 日現在) 

区 分 人 口 世 帯 数 面 積 

全 市 144,837 人 76,524 世帯 419.21ｋ㎡ 

計画処置区域 144,837 人 76,524 世帯 419.21ｋ㎡ 

割 合 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

  (2)収集量(令和 7 年度・年間量)（関前地区含む） 

可 燃 物 

不 燃 物 

プラスチック製容器包装 

粗 大 ご み 

白 色 ト レ イ 

空 き 缶 

空 き び ん 

ペットボトル 

古紙・古布類 

有害・危険ごみ 

小 型 家 電 

42,749t 

2,120t 

426t 

1,137t 

7t 

169t 

535t 

271t 

2,082t 

86t 

4t 

(年間量) 

( 〃 ) 

( 〃 ) 

( 〃 ) 

( 〃 ) 

( 〃 ) 

( 〃 ) 

( 〃 ) 

( 〃 ) 

( 〃 ) 

( 〃 ) 

 (3)収集回数 

可 燃 物 

不 燃 物 

プラスチック製容器包装 

粗 大 ご み 

資 源 

有害・危険ごみ 

週 2 回 

月 2 回 

週 1 回 

年 6 回 

月 2 回 

月 2 回 

 (4)収集の状況 

可燃物(委託収集) 

不燃物( 〃  ) 

粗大ごみ( 〃 ) 

資源(直営、委託) 

有害・危険ごみ(直営、委託) 

所定の場所への持出 

所定の場所への持出 

各家庭への戸別収集(関前地区は、所定の場所への持出。) 

所定の場所(資源集積所)への持出。 

所定の場所(資源集積所)への持出。 

 (5)収集委託状況                             (令和 7 年度) 

区 分 業 者 数 地 区 数 年間総委託料 

一 般 ご み 17 42 375,524 千円 

資 源 20 26 246,923 千円 

資源 
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(6)収集車両                               (令和 7 年度) 

区  分 軽四トラック・ダンプ 普通トラック・ダンプ 有蓋専用収集車 

直 営 1 9 3 

業 者 16 31 45 

合  計 17 40 48 

 (7)ごみ処理状況（関前地区含む）                 (単位：t) (令和 7 年度) 

ごみ処理量 焼 却 量 
焼却以外の 
中間処理量 

直接資源化量 直接埋立量 

50,130 43,267 2,484 2,352 124 

 

２．ごみ中間処理施設 

 (1)ごみ処理施設(今治市クリーンセンター) 

  1)可燃ごみ処理施設 

①稼動開始日 

②炉 型 式 

③処 理 能 力 

④処 理 対 象 

 

 

⑤余 熱 利 用 

⑥総 事 業 費 

  財源内訳 

 

平成 30 年 4 月 1 日 

全連続燃焼式焼却炉(ストーカー炉) 

87ｔ／日×2 炉(174ｔ／日) 

・可燃ごみ 

・リサイクルセンターからの可燃残渣 

・助燃剤(脱水汚泥) 

発電設備等 

9,477,908 千円 

・国庫補助金 2,955,206 千円 

・起 債 6,196,500 千円 

・一 般 財 源  326,202 千円 

  2)リサイクルセンター 

①稼動開始日 

②処 理 能 力 

③処 理 方 式 

④処 理 対 象 

 

 

 

⑤総 事 業 費 

  財源内訳 

 

平成 30 年 4 月 1 日 

41ｔ／日(5Ｈ) 

破砕・選別・圧縮・梱包・一時保管 

・不燃ごみ 

・粗大ごみ 

・プラスチック製容器包装 

・資源、有害ごみ、危険ごみ 

3,320,092 千円 

・国庫補助金  854,668 千円 

・起 債 2,342,100 千円 

・一 般 財 源  123,324 千円 
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  3)ごみ受入中継施設 

   ①大島中継センター 

   ②伯方中継センター 

   ③大三島中継センター 

 (2)受入貯留施設 

  1)資源ステーション(今治エコステーション) 

①稼動開始日 

②受 入 対 象 

平成 30 年 4 月 1 日 

びん、缶、ペットボトル、古紙、古布、プラスチック製容器包装、白色

トレイ、有害ごみ、危険ごみ、小型家電、使用済み天ぷら油 

  2)ストックヤード施設(伯方中継センター) 

①稼動開始日 

②処 理 能 力 

 

③処 理 方 式 

④総 事 業 費 

⑤敷 地 面 積 

平成 17 年 10 月 3 日 

ダンボール圧縮機(0.75ｔ／日) 

ペットボトル圧縮機(0.75ｔ／日) 

圧縮方式 

164,325 千円 

605.40 ㎡ 

 (3)動物死体中間処理施設(今治市クリーンセンター朝倉事業所) 

①稼動開始日 

②敷 地 面 積 

③焼 却 炉 

 

 

 

④総 事 業 費 

  財源内訳 

平成 16 年 7 月 1 日 

391.87 ㎡ 

ａ 炉型式 ロストル式 

ｂ 処理能力 60kg／h 

ｃ 公害防止設備 

・集じん器(サイクロン方式) 

43,502 千円 

・一 般 財 源 43,502 千円 
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３．ごみ最終処分施設 

 〇今治一般廃棄物最終処分場 

(1) 供用開始年月日 昭和 57 年 4 月 1 日 

(2) 埋 立 面 積 72,827 ㎡ 

(3) 埋 立 容 量 395,170 ㎥ 

(4) 埋 立 工 法 サンドイッチ方式 

(5) 総 事 業 費 386,314 千円 

 財源内訳  ・国庫補助金 

・起 債 

・一 般 財 源 

87,260 千円 

196,300 千円 

102,754 千円 

 

 

 〇波方一般廃棄物最終処分場 

(1) 供用開始年月日 平成 10 年 4 月 1 日 

(2) 埋 立 面 積 10,118 ㎡ 

(3) 埋 立 容 量 54,000 ㎥ 

(4) 埋 立 工 法 セルアンドサンドイッチ方式 

(5) 処 理 方 法 接触曝気方式＋高度処理 

(6) 処 理 能 力 35 ㎥/日 

(7) 総 事 業 費 975,789 千円 

 財源内訳  ・国庫補助金 

・起 債 

・一 般 財 源 

196,700 千円 

735,600 千円 

43,489 千円 

 

 

 〇大島一般廃棄物最終処分場(泊) 

(1) 供用開始年月日 平成 13 年 4 月 1 日 

(2) 埋 立 面 積 6,800 ㎡ 

(3) 埋 立 容 量 50,300 ㎥ 

(4) 埋 立 工 法 セルアンドサンドイッチ方式 

(5) 処 理 方 法 接触曝気方式＋高度処理＋微量有害物除去 

(6) 処 理 能 力 30 ㎥/日 

(7) 総 事 業 費 731,216 千円(用地費除く) 

 財源内訳  ・国庫補助金 

・起 債 

・一 般 財 源 

194,981 千円 

501,200 千円 

35,035 千円 

 

 


